
２－２ 所得階級別人員

!１ 所得者別人員

階 級 区 分

合 計 所 得
譲 渡 所 得

を有する者

山 林 所 得

を有する者営業所得者 農業所得者
そ の 他

事業所得者
その他所得者 計

うち短期譲渡

所得を有する者

人 人 人 人 人 人 人 人

７０万円以下

１００ 〃

１５０ 〃

２００ 〃

２５０ 〃

３００ 〃

４００ 〃

５００ 〃

６００ 〃

７００ 〃

８００ 〃

１，０００ 〃

１，２００ 〃

１，５００ 〃

２，０００ 〃

３，０００ 〃

５，０００ 〃

５，０００万 円 超

合 計

７，４４４ ２８９ １，７９９ ９，６４３ １９，１７５ ３，４９２ ９０８ １４８

１２，８３１ ６２０ ２，６５９ １５，５７４ ３１，６８４ １，５４９ １４０ ４３

２８，３９６ ２，０９９ ４，５４６ ５７，２５９ ９２，３００ １，８７８ １４５ １８６

３２，１９８ ２，６１０ ４，９１９ ７４，８５２ １１４，５７９ １，８９３ １２２ ４１

３３，５８５ ３，０９２ ５，３５９ ７８，８１１ １２０，８４７ １，５０１ ７４ ２８

３０，０８３ ２，８６６ ４，８９３ ６０，８９５ ９８，７３７ １，５２２ ５７ １３

４４，０２３ ４，７４９ ７，４７２ ８８，３５５ １４４，５９９ ２，６１５ ６８ ３０

２４，２５７ ３，０３３ ４，１６３ ６２，８７９ ９４，３３２ ２，０９３ ４８ １６

１２，２５０ １，７３８ ２，１７８ ４８，８７６ ６５，０４２ １，７８３ ３７ １１

６，３４０ ８９１ １，２３０ ３９，２６０ ４７，７２１ １，５２４ ４３ ７

３，４０８ ４６８ ８３７ ３０，１０７ ３４，８２０ １，３４０ ２１ ６

３，３０１ ４５３ １，０２３ ３９，５１５ ４４，２９２ ２，５４３ ２３ ５

１，３０２ １６１ ７３２ ２３，８９２ ２６，０８７ １，８９７ １４ ２

８０２ ７６ ９８０ ２１，９７９ ２３，８３７ ２，３３９ ２６ ３

４８７ ２９ １，５０１ １９，８２４ ２１，８４１ ２，６５９ ２２ ２

２６１ １９ １，５２４ １４，５２１ １６，３２５ ２，８４７ ２０ ２

１０５ ６ １，２３９ ７，８０６ ９，１５６ ２，１９９ １７ １

６１ ３ ６５９ ３，９８３ ４，７０６ １，７５０ ２４ －

※外 ４，０４０ ※外 １

※ ２４１，１３４ ※ ２３，２０２ ※ ４７，７１３ ※ ６９８，０３１ ※１，０１０，０８０ ※ ３７，４２４ １，８０９ ※ ５４４

調査対象等：平成１３年３月３１日現在において、平成１２年分の所得税の申告納税額がある者の人員を合計所得金額階級別に示した。
用語の説明：合計所得とは、損益通算後純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離譲渡所得金額、退職所

得金額、株式等に係る譲渡所得の金額及び山林所得金額の合計額をいう。
（注）「譲渡所得」及び「山林所得」欄の人員は、「合計所得」欄に掲げた者のうち、譲渡所得又は山林所得を有する者について、その譲渡所得又は

山林所得だけについて所得金額を階級区分して再掲した。
なお、外書は、譲渡所得又は山林所得が損失である者を掲げた。

２ 申告所得税

３７




